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山形県低入札価格調査制度取扱要領

（目的）

第１条 この要領は、山形県低入札価格調査実施要綱（以下「要綱」という。）に基づく調査基準

価格の設定及び調査基準価格を下回る価格（以下｢調査対象価格｣という。）による入札があった

場合の対応について定めるものとする。

（調査基準価格の設定）

第２条 要綱第３条第２項に規定する調査基準価格の設定は、別表を基準とする。

（入札の場における対応）

第３条 入札執行者は、入札の結果、最低入札価格が調査対象価格であった場合、入札参加者に対

して「落札者の決定を保留する。」と宣言し、「地方自治法第２３４条第３項ただし書きの規定に

より、履行の確保が図られるか否かを調査、検討のうえ、落札者は後日決定する。」旨を告げて、

入札を終了するものとする。

（調査の実施）

第４条 所管課長等(要綱第６条第２項に規定する者。以下同じ。)は、前条の最低入札価格によっ

てその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かを具体的に判

断するために、次の内容の必要な事項について、当該最低価格入札者からの事情聴取及び関係機

関への照会等により調査を行うものとする。

⑴ その価格により入札した理由

⑵ 入札価格の内訳

⑶ 労務・資材等の調達等に関する事項

⑷ 過去に受注した類似業務及び発注者

⑸ 経営状況 （決算書類等の分析及び取引金融機関等への照会）

⑹ 信用状況 （賃金不払の状況、その他）

⑺ その他必要な事項

（最低価格入札者から徴する書面）

第５条 所管課長等は、前条の調査にあたり、当該最低価格入札者から次の書面を徴するものとす

る。なお、様式は任意とする。

⑴ その価格により入札した理由を記載した書面

調査対象価格で入札するに至った特殊事情等を確認するもの
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⑵ 入札価格の内訳を記載した書面

調査対象価格算出（人件費及び資材費等に係る数量・単価、業務管理費及び一般管理費等）

の根拠となる内訳書で、調査対象価格の妥当性を確認するもの

⑶ 労務の調達予定等を記載した書面

ア 業務従事者の確保計画、配置予定及び雇用形態等を記載した書面

イ 労働者災害補償保険の加入状況が把握できる挙証資料

ウ 過去１年分の賃金支払台帳及び賃金支払明細書の写し

エ 健康保険証等の写し（自社の者を従事させる場合に限る。）

⑷ 資材等の調達予定等を記載した書面

手持資材・機材等の保有状況又は確保の方法を確認するもの

 ⑸ 直近の過去２年間における、国又は地方公共団体との類似業務受注に関する履行を証する書

面

 ⑹ 直近の過去２年間の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書等の決算書類

 ⑺ その他必要な書類

付 則

この要領は、平成１６年１０月１日から施行する。

この要領の一部改正は、平成２１年４月１日に締結する契約から適用する。

別表

調査基準価格設定基準

種 別 設 定 額

コンピュータ関連開発業務請負契約 入札書比較価格に１０分の６を乗じた額

上記以外の業務請負契約 入札書比較価格に１０分の８を乗じた額


